
規

則

告

示

福
島
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
八
十
号

福
島
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
八
年
福
島
県
規
則
第
九

十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
中｢

ま
い
わ
し

を｢

ま
い
わ
し｣

に
改
め
る
。

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関

す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
が
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
と
な
っ
た
こ
と
の
発
見
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

病

名

畜

種

患
畜
及
び
疑
似

発
見
群
数

発
見
の
場
所

発
見
年
月
日

摘

要

患
畜
の
区
分

又
は
区
域

腐
蛆そ

病

み
つ
ば

患
畜

三
群

郡
山
市

平
成
二
一
年

自
衛
殺

ち

九
月
一
日(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令(

昭
和
四
十
年
政
令
第
十

四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川
阿
武
隈
川
水
系
阿
武
隈
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

上
流
端
西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
火
打
山
一
番
地
先
か
ら
下
流
端
同
郡
同
村
大
字
熊
倉
字
火
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管

理
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

五
六
八

告

示

○
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て

届
出
が
あ
っ
た
件

五
六
八

○
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
件

五
六
八

公

告

○
地
方
税
法
に
よ
り
特
約
業
者
を
指
定
し

た
件

五
六
九

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
六
九

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

五
六
九

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
事
前
協

議
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
公
告
す
る

件

五
六
九

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件

五
七
〇

○
種
畜
証
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
通
報
が

あ
っ
た
件

五
七
〇

○
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
実
施
す

る
件

五
七
九

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の

写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

五
七
九

福
島
県
公
安
委
員
会

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
指
定
講
習
機
関
と

し
て
指
定
し
た
件
の
一
部
を
改
正
す
る

件
二
件

五
七
九

○
道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者

教
育
の
認
定
を
し
た
件
の
一
部
を
改
正

す
る
件
二
件

五
八
〇



公

告

打
山
十
六
番
一
地
先
ま
で

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

土
地

六
、
六
六
八
・
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル

(

河
川
計
画
課)

公
告
第
四
百
八
十
五
号

地
方
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
百
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
約
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

指
定
年
月
日

の
所
在
地

い
わ
き
ト
ラ
ッ
ク

鈴
木

健
二

い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
大
剣

平
成
二
一
年
九
月
一

事
業
協
同
組
合

一
番
地
の
一
三
〇

日

(

税

務

課)

公
告
第
四
百
八
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
総
合
体
操
ク
ラ
ブ
Ｊ
ｅ
ｗ
ｅ
１

三

代
表
者
の
氏
名

�
木

弘
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
伊
達
市
保
原
町
み
ず
ほ
七
番
地
の
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
伊
達
市
、
郡
山
市
及
び
そ
の
周
辺
市
町
村
の
幼
年
・
少
年
・
壮
年
・
高
齢
者
に
対

し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
育
成
及
び
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
ス
ポ
ー
ツ
を

通
し
て
全
て
の
人
々
が
、
健
康
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
八
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
十
四
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｂ
Ｆ
Ｃ
ふ
く
し
ま

三

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

昭
二
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
霞
町
七
番
十
八
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
々
が
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
と
も
に
暮
ら
せ
る
共
生
社
会
の

実
現
の
た
め
、
小
規
模
作
業
所
等
の
運
営
を
通
し
て
障
が
い
者
の
社
会
参
加
、
並
び
に
障
が
い
者
自

身
の
生
き
方
を
尊
重
し
、
そ
の
自
己
決
定
と
自
己
実
現
を
支
援
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
で
の

市
民
の
心
の
健
康
と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
八
十
八
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
要
綱(

平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号)

第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
事
前
協
議
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

設
置
等
予
定
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
吉
川
油
脂

代
表
取
締
役

吉
川

勲

栃
木
県
佐
野
市
飛
駒
町
三
八
四
五
番
地
三

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
予
定
地
区

福
島
県
本
宮
市
本
宮
字
下
台
地
内

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
種
類

産
業
廃
棄
物
指
定
処
理
施
設(

廃
油
及
び
動
植
物
性
残
さ
の
加
温
固
液
分
離
施
設)

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
処
理
能
力

二
九
・
八
八
ト
ン
毎
日(

八
時
間)

(

産
業
廃
棄
物
課)
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公
告
第
四
百
八
十
九
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
廃
止
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者

事
業
者
の
主

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

名

称

所
在
地

の
名
称

た
る
事
務
所

の
種
類

主
た
る
対
象

の
所
在
地

者

グ
ル
ー
プ

い
わ
き
市

財
団
法

福
島
県
い
わ

平
成
二
一
年

共
同
生
活

精
神
障
害
者

ホ
ー
ム
ほ

平
北
白
土

人
磐
城

き
市
平
字
小

四
月
一
日

援
助

づ
み
は
う

字
穂
積
三

済
世
会

太
郎
町
一
│

す

五
│
三

一

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
四
百
九
十
号

家
畜
改
良
増
殖
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
種
畜
証
明
書

の
交
付
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
通
報
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

血

統

飼

養

者

種

畜

家
畜

証
明
書

の
種

品
種

名

前

産
地

父

氏
名
又

番

号

類

住

所

は
名
称

母

平
二
一

豚

ヨ
ー

エ
ー
ア
イ

ロ

福
島

ク
ニ

ロ
ビ
ン
ロ

西
白
河

独
立
行
政

福
島
県

ク
シ

ビ
ン

ラ
ジ
ャ

ー
ヤ
ル

８
９
│

郡
西
郷

法
人
家
畜

一
第
一

ャ
ー

ー

０
６
│
１

４
５
１
７

村
大
字

改
良
セ
ン

号

種

５
０
６

小
田
倉

タ
ー

エ
ー
ア
イ

ウ
エ

字
小
田

ス
タ
ン

ラ
ジ
ャ

倉
原
一

ー

０
４
│
１
６

０
１

平
二
一

豚

ヨ
ー

グ
レ
ー
ス
バ
ン

英
国

エ
リ
ー

リ
バ
イ

同

同

福
島
県

ク
シ

ク

リ
バ
イ
バ

バ
ル

６

一
第
二

ャ
ー

ル

号

種

グ
レ
ー
ス
バ
ン
ク

ウ
ッ
ド
ラ
ン
ド

レ
デ
ィ
ー

４

平
二
一

豚

ヨ
ー

サ
ク
ラ
フ
ブ
キ

福
島

デ
ジ
オ
ー
ジ
オ

同

同

福
島
県

ク
シ

デ
ジ
オ
ー
ジ

ラ
ジ
ャ
ー

３
２

一
第
三

ャ
ー

オ

ラ
ジ
ャ
ー

号

種

０
７
│
１
５

イ
ン
ビ
ト
ロ

フ

１
６

ァ
ー
デ
ル

ラ
ジ

ャ
ー

０
５
│
１

６
１
０

平
二
一

豚

ヨ
ー

サ
ク
ラ
フ
ブ
キ

福
島

デ
ジ
オ
ー
ジ
オ

同

同

福
島
県

ク
シ

デ
ジ
オ
ー
ジ

ラ
ジ
ャ
ー

３
２

一
第
四

ャ
ー

オ

モ
デ
イ
ス

号

種

ト

０
８
│
１

ク
レ
ー
ン

モ
デ

５
０
３

イ
ス
ト

５

平
二
一

豚

ヨ
ー

サ
ク
ラ
フ
ブ
キ

福
島

グ
レ
ー
ス
バ
ン
ク

同

同

福
島
県

ク
シ

グ
レ
ー
ス
バ

リ
バ
イ
バ
ル

一
第
五

ャ
ー

ン
ク

レ
デ
ィ

号

種

ー

０
８
│
１

デ
ジ
オ
ー
ジ
オ

５
０
７

フ
ェ
ア

レ
デ
ィ

ー

４
５

平
二
一

豚

ヨ
ー

サ
ク
ラ
フ
ブ
キ

福
島

セ
ス
ト
リ
ア
ン

同

同

福
島
県

ク
シ

セ
ス
ト
リ
ア

ミ
ス
チ
ー
フ

２

一
第
六

ャ
ー

ン

ラ
ジ
ャ
ー

０

号

種

０
８
│
１
５

１
６

イ
ン
ビ
ト
ロ

フ

ァ
ー
デ
ル

ラ
ジ

ャ
ー

０
５
│
１

６
１
０

平
二
一

豚

ヨ
ー

サ
ク
ラ
フ
ブ
キ

福
島

デ
ジ
オ
ー
ジ
オ

同

同
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福
島
県

ク
シ

デ
ジ
オ
ー
ジ

ラ
ジ
ャ
ー

３
２

一
第
七

ャ
ー

オ

レ
デ
ィ
ー

号

種

０
８
│
１
５

グ
レ
ー
ス
バ
ン
ク

２
３

ウ
ッ
ド
ラ
ン
ド

レ
デ
ィ
ー

１
２

平
二
一

豚

デ
ュ

ユ
メ
サ
ク
ラ

福
島

ユ
メ
サ
ク
ラ

０

同

同

福
島
県

ロ
ッ

０
８
│
８
０
０

６
│
４
２
０
８

一
第
八

ク
種

５

号

ユ
メ
サ
ク
ラ

０

６
│
５
２
０
３

平
二
一

豚

デ
ュ

ユ
メ
サ
ク
ラ

福
島

ユ
メ
サ
ク
ラ

０

同

同

福
島
県

ロ
ッ

０
８
│
８
０
１

６
│
４
２
０
４

一
第
九

ク
種

０

号

ユ
メ
サ
ク
ラ

０

６
│
５
２
４
４

平
二
一

豚

デ
ュ

ユ
メ
サ
ク
ラ

福
島

ユ
メ
サ
ク
ラ

０

同

同

福
島
県

ロ
ッ

０
８
│
８
０
１

６
│
４
２
５
７

一
第
一

ク
種

１

〇
号

ユ
メ
サ
ク
ラ

０

６
│
５
２
８
９

平
二
一

牛

黒
毛

勝
寿
波

宮
城

茂
勝

い
わ
き

農
業
生
産

福
島
県

和
種

市
遠
野

法
人
有
限

四
第
一

町
入
遠

会
社
い
わ

号

く
り
げ

野
字
中

き
遠
野
牧

野
二
五

場

六

平
二
一

牛

黒
毛

菊
俊
錦

兵
庫

菊
俊
土
井

同

同

福
島
県

和
種

四
第
二

て
る
に
し
き

号平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
０
５

新
潟

Ｄ
２
１
│
２
１

伊
達
郡

グ
ロ
ー
バ

福
島
県

ロ
ッ

川
俣
町

ル
ピ
ッ
グ

三
第
一

ク
種

大
字
山

フ
ァ
ー
ム

号

Ｄ
Ｓ
１
２
２
２

木
屋
字

株
式
会
社

細
畑
東

福
島
農
場

山
４
５

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
０
６

新
潟

Ｄ
２
４
│
３
１

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
二

ク
種

Ｄ
Ｓ
１
２
２
０

号平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
０
７

新
潟

Ｄ
３
２
│
１
６

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
三

ク
種

Ｄ
Ｓ
２
０
６
５

号平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
０
９

新
潟

Ｄ
３
０
│
１
２

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
四

ク
種

Ｄ
Ｇ
２
２
８
４

号平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
２
０

新
潟

Ｄ
１
８
│
３
８

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
五

ク
種

Ｄ
Ｒ
２
３
４
３

号平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
０
３

新
潟

Ｄ
３
０
│
１
２

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
六

ク
種

Ｄ
オ
２
０
５
１

号平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
１
９
５

新
潟

Ｄ
３
０
│
１
５

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
七

ク
種

Ｄ
Ｐ
２
２
５
０

号平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
１
９
３

新
潟

Ｄ
２
１
│
２
１

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
八

ク
種

Ｄ
Ｐ
２
２
６
５

号

平成21年９月11日 金曜日 福 島 県 報 第2114号 571



平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
１
８
９

新
潟

Ｄ
２
７
│
２
０

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
九

ク
種

Ｄ
Ｂ
８
４
３

号平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
１
８
４

新
潟

Ｄ
１
３
│
６
９

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
一

ク
種

Ｄ
Ｓ
２
０
６
１

〇
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
２
２

新
潟

Ｄ
２
４
│
３
１

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
一

ク
種

Ｄ
Ｂ
８
４
９
Ａ

一
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
２
３

新
潟

Ｄ
１
３
│
７
３

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
一

ク
種

Ｄ
Ｒ
２
３
４
７

二
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
２
８

新
潟

Ｄ
２
１
│
２
１

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
一

ク
種

Ｄ
Ｓ
２
０
６
５

三
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
４
６

新
潟

Ｄ
３
１
│
２
４

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
一

ク
種

Ｄ
Ｐ
２
３
１
４

四
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
４
７

新
潟

Ｄ
２
４
│
３
５

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
一

ク
種

Ｄ
オ
１
１
４
１

五
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
４
８

新
潟

Ｄ
２
４
│
３
５

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
一

ク
種

Ｄ
オ
１
１
４
１

六
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
４
９

新
潟

Ｄ
２
４
│
３
５

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
一

ク
種

Ｄ
オ
１
１
４
１

七
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
５
０

新
潟

Ｄ
１
３
│
７
５

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
一

ク
種

Ｄ
Ｐ
２
３
７
３

八
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
５
１

新
潟

Ｄ
２
７
│
２
４

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
一

ク
種

Ｄ
Ｓ
１
３
４
０

九
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
５
４

新
潟

Ｄ
２
１
│
２
１

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
二

ク
種

Ｄ
Ｂ
２
１
３
１
Ｋ

〇
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
５
５

新
潟

Ｄ
３
０
│
１
９

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
二

ク
種

Ｄ
Ｓ
２
２
３
８

一
号

平
二
一

豚

ラ
ン

Ｆ
Ｌ
２
３
２

新
潟

Ｌ
１
６
│
２
７

同

同

福
島
県

ド
レ

三
第
二

ー
ス

Ｌ
Ｐ
２
３
１
８
Ｔ

二
号

種

平
二
一

豚

ラ
ン

Ｆ
Ｌ
２
２
６

新
潟

Ｌ
１
２
│
４
８

同

同

福
島
県

ド
レ

三
第
二

ー
ス

Ｌ
Ｇ
２
３
９
８

三
号

種

平
二
一

豚

大
ヨ

Ｆ
Ｗ
２
５
３

新
潟

Ｗ
２
９
│
１
２

同

同

福
島
県

ー
ク

三
第
二

シ
ャ

Ｗ
Ｓ
２
０
６
２

平成21年９月11日 金曜日 福 島 県 報 第2114号572



四
号

ー
種

平
二
一

豚

ラ
ン

Ｆ
Ｌ
２
４
０

新
潟

Ｌ
３
２
│
３

同

同

福
島
県

ド
レ

三
第
二

ー
ス

Ｌ
オ
９
４
７

五
号

種

平
二
一

豚

ラ
ン

Ｆ
Ｌ
２
４
１

新
潟

Ｌ
１
６
│
２
７

同

同

福
島
県

ド
レ

三
第
二

ー
ス

Ｌ
Ｇ
２
４
０
０

六
号

種

平
二
一

豚

大
ヨ

Ｆ
Ｗ
２
４
４

新
潟

Ｗ
１
２
│
５
１

同

同

福
島
県

ー
ク

三
第
二

シ
ャ

Ｗ
Ｐ
２
２
７
４

七
号

ー
種

平
二
一

豚

ラ
ン

Ｆ
Ｌ
２
３
７

新
潟

Ｌ
３
│
８
０

同

同

福
島
県

ド
レ

三
第
二

ー
ス

Ｌ
Ｓ
２
０
６
７
Ｚ

八
号

種

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
７
６

新
潟

Ｄ
５
５
│
１

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
二

ク
種

Ｄ
Ｙ
２
４
７
２
Ａ

九
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
６
５

新
潟

Ｄ
２
４
│
３
６

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
三

ク
種

Ｄ
Ｐ
２
３
１
５

〇
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
５
８

新
潟

Ｄ
２
４
│
３
６

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
三

ク
種

Ｄ
Ｐ
２
３
１
４

一
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
５
９

新
潟

Ｄ
２
４
│
３
５

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
三

ク
種

Ｄ
Ｒ
２
５
３
５

二
号

平
二
一

豚

大
ヨ

Ｆ
Ｗ
２
７
２

新
潟

Ｗ
１
８
│
７
４

同

同

福
島
県

ー
ク

三
第
三

シ
ャ

Ｗ
Ｇ
２
４
１
７

三
号

ー
種

平
二
一

豚

大
ヨ

Ｆ
Ｗ
２
５
７

新
潟

Ｗ
２
９
│
１
２

同

同

福
島
県

ー
ク

三
第
三

シ
ャ

Ｗ
Ｂ
２
１
２
７

四
号

ー
種

平
二
一

豚

大
ヨ

Ｆ
Ｄ
２
５
６

新
潟

Ｗ
１
５
│
７
４

同

同

福
島
県

ー
ク

三
第
三

シ
ャ

Ｗ
Ｙ
２
２
７
８

五
号

ー
種

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
７
５

新
潟

Ｄ
２
７
│
２
４

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
三

ク
種

Ｄ
Ｓ
１
３
４
２

六
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
８
０

新
潟

Ｄ
３
１
│
３
６

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
三

ク
種

Ｄ
Ｓ
１
３
４
９

七
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
７
９

新
潟

Ｄ
２
４
│
３
６

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
三

ク
種

Ｄ
Ｐ
２
３
６
２

八
号

平
二
一

豚

大
ヨ

Ｆ
Ｗ
２
６
４

新
潟

Ｗ
１
９
│
４
４

同

同

福
島
県

ー
ク

三
第
三

シ
ャ

Ｗ
Ｐ
２
３
１
９

九
号

ー
種

平
二
一

豚

ラ
ン

Ｆ
Ｌ
２
７
８

新
潟

Ｌ
６
│
９
４

同

同
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福
島
県

ド
レ

三
第
四

ー
ス

Ｌ
オ
２
１
５
８

〇
号

種

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
７
０

新
潟

Ｄ
１
３
│
７
７

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
四

ク
種

Ｄ
Ｓ
２
１
４
８

一
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
７
３

新
潟

Ｄ
１
３
│
７
７

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
四

ク
種

Ｄ
Ｓ
１
３
４
５

二
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
６
９

新
潟

Ｄ
３
０
│
１
９

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
四

ク
種

Ｄ
Ｂ
２
１
４
０

三
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
６
０

新
潟

Ｄ
１
３
│
７
７

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
四

ク
種

Ｄ
Ｐ
２
４
０
３

四
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
６
１

新
潟

Ｄ
１
３
│
７
７

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
四

ク
種

Ｄ
Ｐ
２
４
０
３

五
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
８
２

新
潟

Ｄ
１
３
│
７
７

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
四

ク
種

Ｄ
オ
２
１
７
２

六
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
８
３

新
潟

Ｄ
１
３
│
７
７

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
四

ク
種

Ｄ
オ
２
１
７
２

七
号

平
二
一

豚

ラ
ン

Ｆ
Ｌ
２
６
８

新
潟

Ｌ
６
│
９
４

同

同

福
島
県

ド
レ

三
第
四

ー
ス

Ｌ
Ｐ
２
３
５
２
Ｔ

八
号

種

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
６
６

新
潟

Ｄ
５
２
│
２

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
四

ク
種

Ｄ
Ｇ
２
５
７
０

九
号

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
７
４

新
潟

Ｄ
１
３
│
７
７

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
五

ク
種

Ｄ
Ｐ
２
４
０
５

〇
号

平
二
一

豚

大
ヨ

Ｆ
Ｗ
２
７
７

新
潟

Ｗ
１
９
│
４
７

同

同

福
島
県

ー
ク

三
第
五

シ
ャ

Ｗ
オ
２
１
６
４

一
号

ー
種

平
二
一

豚

大
ヨ

Ｆ
Ｗ
２
６
７

新
潟

Ｗ
１
７
│
３
２

同

同

福
島
県

ー
ク

三
第
五

シ
ャ

Ｗ
Ｇ
２
４
１
０
Ｎ

二
号

ー
種

平
二
一

豚

ラ
ン

Ｆ
Ｌ
２
８
１

新
潟

Ｌ
１
２
│
５
２

同

同

福
島
県

ド
レ

三
第
五

ー
ス

Ｌ
Ｙ
２
２
７
９

三
号

種

平
二
一

豚

大
ヨ

Ｆ
Ｗ
２
８
４

新
潟

Ｗ
１
８
│
７
７

同

同

福
島
県

ー
ク

三
第
五

シ
ャ

Ｗ
Ｇ
２
５
７
８
Ａ

四
号

ー
種

平
二
一

豚

デ
ュ

Ｆ
Ｄ
２
７
１

新
潟

Ｄ
１
８
│
３
９

同

同

福
島
県

ロ
ッ

三
第
五

ク
種

Ｄ
Ｇ
２
５
６
４

五
号
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平
二
一

牛

黒
毛

茂
重

福
島

茂
重
波

二
本
松

有
限
会
社

福
島
県

和
種

市
初
森

エ
ム
牧
場

三
第
五

き
く
ま
さ
ゆ
う

字
八
斗

六
号

田
六
六

平
二
一

牛

黒
毛

美
華
清
水

福
島

糸
清
水

福
島
市

吾
妻
高
原

福
島
県

和
種

在
庭
坂

牧
場
利
用

三
第
五

み
か

字
上
川

組
合

七
号

原
五

平
二
一

牛

黒
毛

都
東

福
島

東
平
茂

同

同

福
島
県

和
種

三
第
五

ふ
く

八
号

平
二
一

牛

黒
毛

景
東

福
島

東
平
茂

郡
山
市

福
島
県
農

福
島
県

和
種

日
和
田

業
総
合
セ

三
第
五

町
高
倉

ン
タ
ー

九
号

す
み
え

字
下
中

道
一
一

六

平
二
一

牛

黒
毛

照
隼
福

福
島

第
５
隼
福

同

同

福
島
県

和
種

三
第
六

あ
き
こ
２

〇
号

平
二
一

牛

黒
毛

登
美
貴

福
島

北
国
７
の
８

同

同

福
島
県

和
種

三
第
六

す
み
こ

一
号

平
二
一

牛

黒
毛

日
本
桜

福
島

北
国
７
の
８

同

同

福
島
県

和
種

三
第
六

あ
や

二
号

平
二
一

牛

黒
毛

福
寿
幸

福
島

第
６
金
高

同

同

福
島
県

和
種

三
第
六

ゆ
ふ
う
い
ん

三
号

平
二
一

牛

黒
毛

隼
平
茂

福
島

第
５
隼
福

同

同

福
島
県

和
種

三
第
六

か
わ
ひ
め
１

四
号

平
二
一

牛

黒
毛

第
１
勝
光

福
島

平
茂
勝

同

同

福
島
県

和
種

三
第
六

ゆ
ふ
う
い
ん

五
号

平
二
一

牛

黒
毛

安
勝
栄

福
島

平
茂
勝

同

同

福
島
県

和
種

三
第
六

ま
さ
み

六
号

平
二
一

牛

黒
毛

平
勝
栄

福
島

平
茂
勝

同

同

福
島
県

和
種

三
第
六

ま
さ
み

七
号

平
二
一

牛

黒
毛

福
福
栄

福
島

福
栄

同

同

福
島
県

和
種

三
第
六

さ
く
ら
こ

八
号

平
二
一

牛

黒
毛

景
安
華

福
島

景
東

同

同

福
島
県

和
種

三
第
六

み
か

九
号

平
二
一

牛

黒
毛

喜
多
平
茂

福
島

平
茂
勝

同

同

福
島
県

和
種

三
第
七

み
ら
い

〇
号
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平
二
一

牛

黒
毛

景
安
波

福
島

景
東

同

同

福
島
県

和
種

三
第
七

ふ
く
か
ね

一
号

平
二
一

牛

黒
毛

勝
隼
茂

福
島

平
茂
勝

同

同

福
島
県

和
種

三
第
七

な
つ
い

二
号

平
二
一

牛

黒
毛

安
景
桜

福
島

景
東

同

同

福
島
県

和
種

三
第
七

さ
く
ら

三
号

平
二
一

牛

黒
毛

福
景
桜

福
島

景
東

同

同

福
島
県

和
種

三
第
七

さ
く
ら

四
号

平
二
一

牛

黒
毛

勝
春
輝

福
島

平
茂
勝

同

同

福
島
県

和
種

三
第
七

は
る
ひ
め

五
号

平
二
一

牛

黒
毛

安
菊
勝

福
島

平
茂
勝

同

同

福
島
県

和
種

三
第
七

や
す
き
く

六
号

平
二
一

牛

黒
毛

英
茂
勝

福
島

平
茂
勝

同

同

福
島
県

和
種

三
第
七

ふ
く
こ

七
号

平
二
一

牛

黒
毛

英
勝
福

福
島

平
茂
勝

同

同

福
島
県

和
種

三
第
七

ふ
く
み

八
号

平
二
一

牛

黒
毛

北
未
来

福
島

北
平
安

同

同

福
島
県

和
種

三
第
七

み
ら
い

九
号

平
二
一

牛

黒
毛

福
大
幸

福
島

登
美
貴

同

同

福
島
県

和
種

三
第
八

ま
ゆ

〇
号

平
二
一

牛

黒
毛

峠
１
９

福
島

登
美
貴

同

同

福
島
県

和
種

三
第
八

か
つ
き
よ

一
号

平
二
一

牛

黒
毛

初
代
皐
月

福
島

日
本
桜

同

同

福
島
県

和
種

三
第
八

あ
ず
さ
４

二
号

平
二
一

牛

黒
毛

貴
登
美

福
島

登
美
貴

同

同

福
島
県

和
種

三
第
八

う
め
こ

三
号

平
二
一

豚

ラ
ン

０
３

フ
ク
チ

福
島

０
２

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ド
レ

ク

２
│
７
│

２
│
１
０
│
４

三
第
八

ー
ス

５
７
│
１
５
３

４
│
１
２
８
│
６

四
号

種

│
７
０
３
７
９

９
４
１
９

０
２

フ
ク
チ
ク

２
│
９
│
４
８

│
２
４
３
│
６
９

４
３
６

平
二
一

豚

ラ
ン

０
３

フ
ク
チ

福
島

０
２

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ド
レ

ク

２
│
１
１

２
│
１
０
│
５

三
第
八

ー
ス

│
２
７
│
３
２

２
│
９
８
│
６
９
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五
号

種

│
７
０
３
１
５

４
１
２

０
２

フ
ク
チ
ク

２
│
１
│
３
０

│
３
３
６
│
６
９

４
５
１

平
二
一

豚

ラ
ン

０
５

フ
ク
シ

福
島

０
３

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ド
レ

マ

エ
ル

２

２
│
３
│
４
１

三
第
八

ー
ス

│
１
│
５
５
│

│
１
６
８
│
７
０

六
号

種

１
８
９
│
４
７

３
８
７

０
３

フ
ク
チ
ク

２
│
１
０
│
４

４
│
２
３
３
│
７

０
４
２
２

平
二
一

豚

ラ
ン

０
６

フ
ク
シ

福
島

０
３

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ド
レ

マ

エ
ル

２

２
│
２
│
４
６

三
第
八

ー
ス

│
３
│
４
６
│

│
１
４
３
│
７
０

七
号

種

３
７
１
│
７
７

３
７
２

０
３

フ
ク
チ
ク

２
│
１
１
│
２

２
│
５
６
│
７
０

３
２
６

平
二
一

豚

ラ
ン

０
５

フ
ク
シ

福
島

０
３

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ド
レ

マ

エ
ル

２

２
│
２
│
４
５

三
第
八

ー
ス

│
７
│
５
２
│

│
７
８
│
７
０
３

八
号

種

３
４
２
│
７
１

４
０

９
４
７

０
３

フ
ク
チ
ク

２
│
１
│
３
６

│
２
５
４
│
７
０

４
３
３

平
二
一

豚

ラ
ン

０
５

フ
ク
シ

福
島

０
３

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ド
レ

マ

エ
ル

２

２
│
３
│
４
１

三
第
八

ー
ス

│
１
│
４
５
│

│
１
６
８
│
７
０

九
号

種

２
５
０
│
７
１

３
８
７

９
３
６

０
３

フ
ク
チ
ク

２
│
２
│
４
５

│
７
４
│
７
０
３

３
７

平
二
一

豚

ラ
ン

０
５

フ
ク
シ

福
島

０
３

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ド
レ

マ

エ
ル

２

２
│
６
│
５
１

三
第
九

ー
ス

│
１
５
│
６
７

│
１
８
６
│
７
０

〇
号

種

│
９
９
│
７
１

３
９
９

８
４
６

０
３

フ
ク
チ
ク

２
│
９
│
４
８

│
２
６
２
│
７
０

４
３
７

平
二
一

豚

デ
ュ

０
７

フ
ク
チ

福
島

０
６

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ロ
ッ

ク

３
│
２
│

３
│
９
│
２
２

三
第
九

ク
種

４
３
│
２
１
１

│
１
３
１
│
７
２

一
号

│
１
８
９
４

９
７
２

０
６

フ
ク
チ
ク

３
│
６
│
２
８

│
３
５
│
７
２
９

１
３

平
二
一

豚

デ
ュ

０
７

フ
ク
チ

福
島

０
６

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ロ
ッ

ク

３
│
５
│

３
│
３
│
４
１

三
第
九

ク
種

３
７
│
１
７
２

│
１
５
５
│
７
２

二
号

│
１
８
７
３

９
８
５

０
６

フ
ク
チ
ク

３
│
４
│
２
３

│
１
３
９
│
７
２

９
７
８

平
二
一

豚

デ
ュ

０
７

フ
ク
チ

福
島

０
６

フ
ク
チ
ク

同

同
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福
島
県

ロ
ッ

ク

３
│
１
│

３
│
１
│
３
６

三
第
九

ク
種

４
５
│
５
３
│

│
６
５
│
７
２
９

三
号

１
８
２
６

３
０

０
６

フ
ク
チ
ク

３
│
９
│
３
９

│
３
０
│
７
２
９

１
０

平
二
一

豚

デ
ュ

０
７

フ
ク
チ

福
島

０
６

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ロ
ッ

ク

３
│
８
│

３
│
４
│
２
３

三
第
九

ク
種

３
９
│
２
０
８

│
１
４
５
│
７
２

四
号

│
１
８
９
２

９
８
１

０
６

フ
ク
チ
ク

３
│
５
│
４
０

│
４
５
│
７
２
９

１
８

平
二
一

豚

デ
ュ

０
７

フ
ク
チ

福
島

０
６

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ロ
ッ

ク

３
│
６
│

３
│
７
│
３
４

三
第
九

ク
種

２
７
│
７
０
│

│
８
２
│
７
２
９

五
号

１
８
３
３

４
１

０
６

フ
ク
チ
ク

３
│
３
│
３
８

│
５
５
│
７
２
９

２
４

平
二
一

豚

デ
ュ

０
７

フ
ク
チ

福
島

０
６

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ロ
ッ

ク

３
│
６
│

３
│
７
│
３
４

三
第
九

ク
種

３
２
│
１
２
９

│
８
２
│
７
２
９

六
号

│
１
８
５
７

４
１

０
６

フ
ク
チ
ク

３
│
９
│
２
２

│
１
２
６
│
７
２

９
６
８

平
二
一

豚

デ
ュ

０
７

フ
ク
チ

福
島

０
６

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ロ
ッ

ク

３
│
７
│

３
│
７
│
２
７

三
第
九

ク
種

３
８
│
１
５
３

│
１
６
３
│
７
２

七
号

│
１
８
６
８

９
８
８

０
６

フ
ク
チ
ク

３
│
８
│
４
５

│
１
３
５
│
７
２

９
７
５

平
二
一

豚

デ
ュ

０
７

フ
ク
チ

福
島

０
６

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ロ
ッ

ク

３
│
８
│

３
│
４
│
２
３

三
第
九

ク
種

２
１
│
８
９
│

│
１
４
５
│
７
２

八
号

１
８
４
０

９
８
１

０
６

フ
ク
チ
ク

３
│
３
│
３
３

│
９
１
│
７
２
９

４
９

平
二
一

豚

デ
ュ

０
７

フ
ク
チ

福
島

０
６

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ロ
ッ

ク

３
│
１
│

３
│
１
│
３
６

三
第
九

ク
種

２
５
│
２
０
１

│
６
５
│
７
２
９

九
号

│
１
８
８
８

３
０

０
６

フ
ク
チ
ク

３
│
３
│
３
３

│
８
９
│
７
２
９

４
７

平
二
一

豚

大
ヨ

ア
イ
リ
ス

ダ

愛
知

ア
イ
リ
ス

ダ
ブ

同

同

福
島
県

ー
ク

ブ
ル

２

０

ル

２

０
２
│

三
第
一

シ
ャ

４
│
１
７
０
７

１
８
０
７
０
３

〇
〇
号

ー
種

０
８

ア
イ
リ
ス

ダ
ブ

ル

２

０
２
│

１
８
０
６
１
０

平
二
一

豚

ラ
ン

０
７

フ
ク
シ

福
島

０
３

フ
ク
チ
ク

同

同
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福
島
県
公
安
委
員
会

福
島
県

ド
レ

マ

エ
ル

２

２
│
９
│
４
８

三
第
一

ー
ス

│
８
│
１
３
４

│
２
６
９
│
７
０

〇
一
号

種

│
１
８
６
│
１

４
４
０

４
５

０
５

フ
ク
シ
マ

エ
ル

２
│
５

│
３
４
│
４
２
６

│
７
１
９
６
０

平
二
一

豚

ラ
ン

０
７

フ
ク
シ

福
島

０
３

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ド
レ

マ

エ
ル

２

２
│
９
│
４
８

三
第
一

ー
ス

│
８
│
１
２
５

│
２
６
９
│
７
０

〇
二
号

種

│
３
８
９
│
１

４
４
０

９
９

０
６

フ
ク
シ
マ

エ
ル

２
│
６

│
２
５
│
３
７
３

│
７
８

平
二
一

豚

ラ
ン

０
７

フ
ク
シ

福
島

０
３

フ
ク
チ
ク

同

同

福
島
県

ド
レ

マ

エ
ル

２

２
│
１
３
│
２

三
第
一

ー
ス

│
２
│
３
６
│

１
│
１
１
３
│
７

〇
三
号

種

３
２
９
│
１
８

０
３
５
４

１

０
３

フ
ク
チ
ク

２
│
２
│
４
６

│
１
４
０
│
７
０

３
７
０

(

畜

産

課)

公
告
第
四
百
九
十
一
号

砂
利
採
取
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
砂
利
採
取

業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

試
験
日
時

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日(

金)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
場
所

福
島
県
庁
西
庁
舎
十
二
階
講
堂(

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号)

三

受
験
願
書
の
提
出
期
間

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で(

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
月
二
十
日
ま
で
の

消
印
が
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。)

四

受
験
手
数
料

受
験
手
数
料
は
、
七
千
六
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄

に
は
っ
て
納
入
す
る
こ
と(

消
印
は
し
な
い
こ
と
。)

。

五

そ
の
他

受
験
願
書
等
の
用
紙
は
、
福
島
県
土
木
部
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
及
び
福
島
県
建
設
事
務
所

(

あ
ぶ
く
ま
高
原
自
動
車
道
建
設
事
務
所
、
相
馬
港
湾
建
設
事
務
所
、
小
名
浜
港
湾
建
設
事
務
所
、

県
北
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
及
び
県
中
流
域
下
水
道
建
設
事
務
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

で
配

布
し
、
受
付
は
、
福
島
県
土
木
部
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
で
行
う
。
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、

福
島
県
土
木
部
技
術
管
理
課
建
設
産
業
室
又
は
福
島
県
建
設
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

(

技
術
管
理
課
建
設
産
業
室)

公
告
第
四
百
九
十
二
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
本
松
市
か
ら
二
本
松
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し

の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

(

都
市
計
画
課)

福
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第
４
９
号

道
路
交
通
法
に
よ
る
指
定
講
習
機
関
と
し
て
指
定
し
た
件
(平
成
２
年
福
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

29号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

平
成
21年
９
月
11日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

１
の
表
17の
項
中
｢小
桜
輝
｣
を
｢小
桜
恵
｣
に
改
め
る
｡

(運
転
免
許
課
)

福
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第
５
０
号
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道
路
交
通
法
に
よ
る
指
定
講
習
機
関
と
し
て
指
定
し
た
件
(平
成
３
年
福
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

７
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

平
成
21年
９
月
11日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

１
の
表
会
津
総
合
開
発
株
式
会
社
の
項
中
｢庄
司
弘
｣
を
｢飯
塚
大
亮
｣
に
改
め
る
｡

(運
転
免
許
課
)

福
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第
５
１
号

道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
を
し
た
件
(平
成
12年
福
島
県
公
安
委
員
会
告

示
第
26号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

平
成
21年
９
月
11日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

１
の
表
株
式
会
社
南
湖
自
動
車
学
校
の
項
中
｢小
櫻
輝
｣
を
｢小
桜
恵
｣
に
改
め
る
｡

(運
転
免
許
課
)

福
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第
５
２
号

道
路
交
通
法
に
よ
り
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
を
し
た
件
(平
成
12年
福
島
県
公
安
委
員
会
告

示
第
33号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

平
成
21年
９
月
11日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

１
の
表
会
津
総
合
開
発
株
式
会
社
の
項
中
｢庄
司
弘
｣
を
｢飯
塚
大
亮
｣
に
改
め
る
｡

(運
転
免
許
課
)
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